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国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証（
保

険
証
）が
10
月
１
日
か
ら
新
し
く
な

り
ま
す
。 

　
現
在
の
保
険
証
は
世
帯
ご
と
に
１

枚
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
被
保
険
者

の
利
便
性
を
考
え
、
新
し
く
１
人
１

枚
の
カ
ー
ド
様
式
に
変
わ
り
ま
す
。 

　
カ
ー
ド
様
式
の
保
険
証
に
な
る
と

こ
ん
な
に
便
利
で
す
。 

○
家
族
が
同
時
に
違
う
医
療
機
関
に

か
か
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

○
各
自
が
旅
行
先
、
勤
務
先
な
ど
に

保
険
証
を
持
っ
て
行
け
ま
す
。 

○
銀
行
の
カ
ー
ド
な
ど
と
同
じ
サ
イ

ズ
な
の
で
、
い
つ
で
も
持
ち
歩
け

ま
す
。 

 

保
険
証
は 

９
月
下
旬
に
郵
送 

　 　
新
し
い
保
険
証
は
９
月
下
旬
に
国

保
加
入
の
各
家
庭
に
配
達
記
録
で
郵

送
し
ま
す
。
保
険
証
が
届
い
た
ら
、

住
所
・
氏
名
な
ど
記
載
内
容
を
確
認

し
て
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

期
限
が
切
れ
た
保
険
証
は
10
月
以
降

に
、
町
民
課
ま
た
は
国
府
支
所
に
返

却
し
て
く
だ
さ
い
。 

　
も
し
、
国
保
世
帯
で
保
険
証
が
届

か
な
か
っ
た
場
合
は
、
連
絡
し
て
く

だ
さ
い
。 

　
な
お
、
国
民
健
康
保
険
税
に
未
納

が
あ
る
世
帯
に
は
、
短
期
証
が
交
付

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

 

 

保
険
証
の
再
発
行
に
は 

身
分
を
証
明
す
る
も
の 

が
必
要
に
な
り
ま
す
！ 

 

　
保
険
証
の
カ
ー
ド
化
に
伴
い
、
サ

イ
ズ
が
小
さ
く
な
り
ま
す
の
で
、
紛

失
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。 

　
も
し
、
紛
失
な
ど
で
再
発
行
を
行

う
場
合
は
、
運
転
免
許
証
な
ど
の
身

分
を
証
明
す
る
も
の
が
必
要
で
す
。

窓
口
に
持
参
し
て
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。
身
分
を
証
明
す
る
も
の
を

お
持
ち
で
な
い
場
合
は
、
郵
送（
配

達
記
録
）で
交
付
い
た
し
ま
す
。 

こ
ん
な
と
き
は 

国
保
の
届
出
を
！ 

 

　
職
場
の
健
康
保
険
に
入
っ
た
時
や

辞
め
た
時
な
ど
に
は
、
国
保
の
喪
失

や
加
入
の
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま

す
の
で
、
本
人
ま
た
は
家
族
の
方
が

14
日
以
内
に
届
出
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。 

 

▼
加
入
の
届
出
が
遅
れ
る
と
… 

○
保
険
証
が
な
い
た
め
、
医
療
費
が

全
額
自
己
負
担
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。 

○
資
格
取
得
日
ま
で
遡
っ
て
、
保
険

税
を
納
付
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。 

▼
喪
失
の
届
け
出
が
遅
れ
る
と
… 

○
資
格
が
な
く
な
っ
た
後
で
国
保
の

保
険
証
を
使
っ
て
診
療
を
受
け
た

場
合
、
国
保
負
担
分
の
医
療
費
を

返
却
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。 

○
新
た
に
加
入
し
た
会
社
の
健
康
保

険
料
と
国
保
税
、
両
方
の
保
険
料

（
税
）を
二
重
で
納
め
て
し
ま
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。 

 

◎
問
い
合
わ
せ 

　
町
民
課
　
　
内
線
２
７
４ 

※窓口で、保険証を交付するときは運転免許証等で本人確認を 
　しています。提示がない場合は、配達記録で郵送します。 

転入したとき 

転出するとき 

死亡したとき 

子どもが生まれた　
とき 

職場の健康保険を　
やめたとき 

職場の健康保険に　
入ったとき 

住所・世帯主・氏名
が変わったとき 
保険証をなくした　
とき 
退職者医療制度に 
該当したとき 
退職者医療制度に該
当しなくなったとき 

印鑑 
国民健康保険証（一部転入のとき） 

印鑑 
国民健康保険証 

印鑑 
国民健康保険証 

印鑑、国民健康保険証 
母子手帳 

印鑑 
健康保険の資格喪失証明書等 

印鑑、国民健康保険証と職場の健
康保険証 

印鑑 
国民健康保険証 

身分を証明するもの、印鑑 

印鑑、年金証書 
国民健康保険証 

印鑑、国民健康保険証 

こんなとき 手続きに必要なもの 

入
る
と
き 

や
め
る
と
き 

そ
　
の
　
他 

保険証（見本） 

※保険証の色はあさぎ色 
　（うすいグリーン）です。 


